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序文 
 

国際協力事業団は、広島県を実施機関とし国別特設インドネシア「地方自治行政」

コースを新設することとし、同コースを現地インドネシアのニーズに対応した研修内

容・カリキュラムの開発を行うため、インドネシアにおける地方自治行政の現状と今

後のあり方について情報・データ等を収集・分析することを目的として、平成１２年

度１１月に、（財）ひろしま国際センター研修部研修第二課長 西迫 辰美 氏を団長

とする特別案件調査団を派遣しました。 

調査団は同国政府関係者らとのインタビューや意見交換を行い、地方自治分権化を

進めるインドネシア国の現状・課題を調査し、帰国後の国内作業を経て調査結果を本

報告書に取りまとめました。 

本報告書により、インドネシア国における地方自治の現状、地方分権化に伴う諸課

題について関係各位の一層のご理解を頂くとともに、新規コースの実施によりインド

ネシア国と日本の友好・親善の発展に大きく寄与することを祈念します。 

終わりに、この調査に多大なるご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に心から感謝

の意を表します。 

 

平成１３年３月 

国際協力事業団中国国際センター 

所長 駒沢 彰夫 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 内務地方自治省地域開発総局（ＢＡＮＧＤＡ）での協議風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 国家開発計画庁（ＢＡＰＰＥＮＡＳ）での協議風景 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 内務地方自治省地方自治行政総局（ＰＵＭＤＡ）での協議風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 西ジャワ州開発企画庁（ＢＡＰＰＥＤＡ）での協議風景 
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Ⅰ．調査の目的と概要 
 
１．調査の目的 

 本件調査は平成１２年度に広島県との協力により新設される国別特設インド

ネシア「地方自治行政」コースに関し、同コースを現地インドネシアのニーズ

に対応した研修内容・カリキュラム開発を行うためインドネシアにおける地方

自治行政の現状と今後のあり方について情報・データ等を収集・分析すること

を目的とする。 
 
２．調査の背景・経緯 

 インドネシアにおいては、１９９８年５月のスハルト政権崩壊後、地方分権

の流れが加速しており、１９９９年５月には地方分権化関連二法（地方行政法、

中央地方間財政均衡法）が成立した。これにより、中央政府の権限は外交、国

防、司法、金融・財政、宗教、各種マクロ政策（国家計画、人材育成、戦略的

技術・天然資源利用）等に限定するとともに、地方政府（州、県・政令市）に

対して一定の自治権を与えることが予定されている。 
一方、権限の委譲を受ける地方政府（州、県・政令市）は、今後自ら主体的

に自治体運営を行うことを求められ、地域のニーズに基づいた効果的な行政の

実施と公共サービスを提供していかなければならない状況となっている。 
こうした状況に対応するためには、地方自治、権限の委譲に携わる中央政府

の行政官の啓発・能力向上とともに、地方政府の組織構造や人事制度の見直し、

地方政府行政官の財政管理、政策企画立案、実施等の能力向上が不可欠となっ

ている。 
インドネシア政府はかかる状況のもと、公務員研修に関する技術支援を日本

に対して求めてきており、日本政府は２００１年３月より開始予定のプロジェ

クト方式技術協力（「インドネシア公務員行政能力向上プロジェクト」）による

協力をはじめ、本件国別特設研修コースの新設等によりこの要請に応えていく

こととしている。 
 

３．調査団の構成 
総括／公務員制度 西迫 辰美 （財）ひろしま国際センター研修部研修第二課長 

行政サービス 岡  浩二  広島県総務企画部国際交流課主事 
研修計画 佐藤 知子 国際協力事業団中国国際センター業務課長代理 
調査監理 甲賀 大吾 国際協力事業団中国国際センター業務課 
現地参団 花井 正明 国際協力専門員 
 
 
 



４．調査の日程 

 

日順 月日 曜日 調査行程 

1 11/26 日 
関空発  JL713 12:00 
  →ジャカルタ 19:55 

2 11/27 月 
AM：日本大使館、JICA 事務所表敬 
 
PM：JICA 専門家との協議 

3 11/28 火 

AM：内務地方自治省地域開発総局（BANGDA） 
 
     国家開発計画庁（BAPPENAS） 
 
PM：国家行政院（LAN） 

4 11/29 水 

AM：内務地方自治省地方自治行政総局（PUMDA） 
 
PM：州政府視察のため地方へ移動 
 
  （視察先：バンドン） 

5 11/30 木 

AM：西ジャワ州開発企画庁（BAPPEDA） 
 
PM：バンドン市開発企画庁（BAPPEDA） 
 
     ジャカルタへ移動 

6 12/1 金 
AM：JICA 事務所 
 
ジャカルタ発 JL714 21:35→ 

7 12/2 土 
  → 関空着 06:00 
        広島へ移動 

 



５．面談者一覧 

 

 在インドネシア日本大使館 

  小川 清泰  二等書記官 

  石原洋一郎  経済担当官 

 JICA インドネシア事務所 

  庵原 宏義  所長 

  米田 一弘  次長 

  田中  務  所員 

 内務地方自治省地域開発総局（BANGDA） 

  Mr. Widodo Jusuf, Secretary General, BANGDA 

  Mr. Bachril Bakri, Marine Resource Management Division 

 内務地方自治省地方自治行政総局（PUMDA） 

  Mr. Sudarsono Hardjosoekarto, D.G. Regional Public Adm. 

  Mr. Sutumorang, Director of Public Administration 

  Mr. Syahrir 

  Mr. G. Prabowo 

 国土開発計画庁（BAPPENAS） 

  Dr. Max Pohan, Head, Bureau for Region’s Capacity Bldng 

  Mr. Dadang Solihin 

 国家行政院（LAN） 

  Mr. Edi Toto, Head of Training & Education  

  Mr. Sugianto 

  Mr. Marpaung,  

 西ジャワ州開発企画庁（BAPPEDA） 

  Mr. H. Irmand BK, Vice Chairman（教育文化担当） 

 バンドン市役所 

  Mr. Bulgan, Head of Organization（組織課長）  

  Mr. S. Lili Sutisuna （研修センター課） 

  Mr. Dadang （調査研究課長）  

JICA 専門家 

  谷本 寿男(BAPPENAS) 

  奥山 明  (BAPPENAS) 

  武田 長久(BANGDA) 

 

 

 

  



Ⅱ．調査内容 
 

１． 定員・対象者 

（１）概要 

 研修の対象者については、内務地方自治省関係者や、州、政令市の事務所で

は、今後、県・政令市レベルでの職員の能力向上が急務となることから、直に

対象者を県・政令市の職員にして欲しいとの意向が示された。このため、年間

の実施回数、あるいは定員を増やせないかとの意見があった。 

 日本側の予算的制約と受入機関の都合などの現状を勘案すると定員・回数を

増加することは不可能である。限られた定員で最大の効果を得るため、対象者

をいかに選定するかが重要で、リクルートに当たっての窓口機関の設定も課題

となる。この点について内務地方自治省で意見を聞いたところ、今後地方分権

化後の行政組織体制を考えると内務地方自治行政総局（ＰＵＮＤＡ）を通じて

リクルートをすることが最も適切であるとの意見を聴取した。 

 また、同局からの提案として、各州、県、政令市ごとに、アソシエーション

（連合体）を形成したところで、その連携関係は強く、このアソシエーション

を研修受講後の研修員が、成果を帰国後に還元する際に有効な連携先として協

力できる旨言及があった。 

 その他、より多くの研修員の受け入れを希望するインドネシア側として、旅

費等、研修費以外の必要経費をインドネシア側で負担するコストシェアリング

による研修参加も考えられる旨総局長より発言があった。 

 

（２） 主な関係者コメント 

• 中央から大きく権限委譲を受けるのは県・政令市になり、この研修の主旨を

みると、県・政令市レベルからも参加者を募って欲しいところだが、（中央

行政官と比較して）県・政令市レベルの地方行政官は、行政実務能力、政策

立案能力、そして英語力に乏しく、現実には候補者を挙げるのは難しい面が

ある。また５年間で５０人という限られた定員数に鑑みると、多くの県に参

加の機会を分散させたのでは投資効果が少ない。行政組織単位の数からいっ

て、州政府を主たる対象とするのが適当であろう。（専門家） 

 

• 本研修同様、インドネシア国の地方自治行政分野への技術協力の一環として、

専門家チーム派遣事業を１件計画している。内務地方自治省にとりまとめ役

の専門家を 1名配置した上で、北スマトラ州、西カリマンタン州、東ヌサテ

ンガラ州の BAPPEDA（開発企画庁）に各１名、合計３名を派遣、地域開発政

策支援のための協力を行う。研修を実施する際には、右案件の対象地から優

先的に候補者をあげるなど、連携を図ることで研修の波及効果を高めること

を検討していただきたい。（JICA,専門家） 



 

• 研修設立当初は参加者を中央や州から優先して選び、分権化の動向、参加者

のレベルなどの様子を見て県レベルの行政官主体へ移行してはどうか。（専

門家） 

 

• 県レベルの行政官ではインドネシアの分権化後の地方自治制度を正確に理

解しておらず、日本と自国の制度比較を行いながら研修に臨むことができな

い。中央政府と地方政府を３：７程度の割合で双方含む、あるいは内務地方

自治省から複数人の選考を行うべきである。（PUMDA） 

 

• 初年度は地方分権化施行後の体制を把握しきれていないこともあり、地方行

政官の人選の窓口を BAPPENAS にせざるをえず、地方からの候補者が全員

BAPPEDA 職員になったことは理解できる。しかるに BAPPEDA は開発計画策定

を担当している機関であり、地方分権化を定着させていくためには BAPPEDA

以外からも、地方行政を扱う担当官の能力向上を重視する必要がある。次年

度以降、かかる部局の地方行政官も対象としてほしい。（PUMDA） 

 

• 開発の遅れているインドネシア東部の自治体の職員も対象としてほしい

（PUMDA） 

 

• 各地方政府の州議会・県市議会議員も対象としてほしい。（BAPPENAS、PUMDA） 

 

• 地方自治で権限が委譲されるのは県・政令市レベルである。併せて 370 近く

と県・政令市の数は多いが、できるだけ多くの県・政令市に同分野への研修

参加機会を提供したいので、定員・研修実施回数ともに増やしてほしい。

（BAPPENAS、PUMDA） 

 

• 研修実施に当たっては、コストシェアリングの考え方を導入してはどうか。

例えば、地方政府が日本への渡航費を負担するとか、インドネシア国内研修

の実施で経費を地方政府が負担するなどが考えられる。これにより日本側の

経費負担を軽減し、より多くの人に研修参加の機会を与えることができるの

ではないか。(PUMDA) 

 

• 州、県・市レベルの連合体（アソシエーション）が設立された。同連合体の

連携関係は強く、研修員が成果を還元していく上で有効な手段として利用で

きるのではないか。（PUMDA） 

 

 



２． 実施時期 

特に言及なし。 

 

３． カリキュラム（研修内容） 

（１）概要 

 概ね GI 記載の案で先方に異存はなく、特に今後、地方政府と地方議会との

役割と機能を明確化し、その機能を強化することが重要課題ととらえている部

署が多かった。 

 また、各レベル政府間の役割と機能、広域行政など同レベル政府間の協力

関係についても含めて欲しい旨言及があった。 

 その他、分権化によりはじめて自治を行う地方公務員に対する職務倫理に

ついても内容として含めて欲しい旨言及があった。 

 

（２）関係者コメント 

• 地方議会制度 

 分権化以前は、地方政府と議会の区分が曖昧であった。地方分権化を進め

る真の目的は民主主義の浸透にあり、民意を代表するという意味で、地方議

会の役割はきわめて重要である。日本の議会制度の紹介ついて、とくに議会

と執行部との関係について特に重点を置いてほしい。(BANGDA, BAPPENAS, 

PUMDA) 

 

• 中央政府と地方政府の関係 

 理念的には、地方分権化によって国、州、県・政令市が従属関係ではなく、

対等な関係に変わることが決定しているが、中央－地方の連携がどうなされ

るのか現在模索中である。日本の国－県－市町村の相互の運営関係を紹介し

てほしい。(BANGDA) 
 

• 自治体間の協力関係 

地方分権化後、州と州、県と県といった具合に、空間計画（広域的な都市計

画）などで自治体間の協力が拡大する。日本ではどのように自治体間の協力

がなされているのか紹介してほしい。（BANGDA） 

 

• 公務員の意識改革について 

グッドガバナンスには公務員の意識改革が不可欠である。インドネシアで

は今日まで公務員が市民を管理・統制しているという発想があった。”Civil 
Servant”の役割が、文字通り国民に奉仕することであるということを、日本

がどのように公務員に浸透させているのかを紹介してほしい。（BAPPENAS） 

 



Ⅲ．調査結果 
 
１． 定員・対象者 

 定員については、当方の予算的制約、受入機関側の体制上も人数枠、回数を

増加することは困難であることを先方に説明した結果、概ね了承を得た。 

 一方で、限られた定員で最大の効果を得るには、対象者をいかに選定するか

が重要課題となる。研修を受けた研修員がそれぞれ帰国後に研修内容を現地で

還元するために最も有効な人選を行う必要がある。 

 今般第１回の研修については、現地における地方分権化施行後の具体的イメ

ージが流動的であることもあり、中央政府からは、主要関係省とし、地方参加

者については選定の窓口をインドネシアの開発計画を担当する BAPPENAS とせ

ざるを得ず、結果地方からの参加候補者の全員が BAPPEDA の職員となった。 

 本件については、現時点でのインドネシア政府の現状を考えると、もっとも

妥当な方法であったと思われるが、各方面の要望を考慮すると、今後は地域開

発担当官のみならず、開発担当以外の地方政府行政官を対象者とすることが望

まれると思われる。第２回以降、インドネシアの分権化の動向を踏まえ、適宜

派遣中の JICA 専門家及び事務所の意見を聴取し、場合によっては開発担当以外

の地方政府行政官を選定することを考える必要がある。 

 また、今般の研修を通じ、地方分権化の動向を見極めるため、直接研修参加

者の意見を聴取するものひとつの方法と考える。 

 

２． 実施時期 

 実施時期については今般の調査団からは明確な実施時期は提示しなかった。 

日本側受入協力機関の都合を再度確認の上、早期に準備を開始する必要がある。 

 

３． 研修内容 

 今般の調査時の状況からも、内容的には行政全般を網羅する現在の内容がニ

ーズにも合致しており適切と思われるが、第１回に受入れ予定の研修員と慎重

なディスカッションを行い、そこから得られる情報と、来年 1 月から始まる分

権化の動向を現地で見ている JICA 専門家，及び事務所からの意見を聴取の上、

第２回以降の研修運営について検討をする必要がある。 

 

４． その他 

 本件研修コースで扱うテーマがインドネシアにとって可及的かつ広範に対

応が必要となる課題であり、多大な関心を寄せている反面、必然的に受け入れ

る定員に限りがあるため、本研修を受講する研修員の帰国後の還元効果を最大

のものとできるよう以下のことに留意する必要があると思われる。 

 



（１）実施中（予定）JICA 案件との連携 

JICA 本部、アジア第１部において今年度中に開始する予定の地域開発専門家チ

ーム派遣計画や、社会開発協力部において来年度開始予定の「地方自治行政能

力向上」プロジェクトとの連携については、その実施部課、インドネシア事務

所及び関係派遣専門家などと適宜情報交換を行った上で、検討していくことと

する。 

 

（２）現地における研修の実施 

帰国した研修員を中心とし、研修成果の波及を目的とした JICA 現地国内研修

の実施も、研修の効果を高める有効な方法の一つと考えられる。 

本件については、インドネシアにおいて最近、州、県・政令市の各レベルで形

成されたというアソシエーション（連合体）を協力調整機関としての活用が中

央政府から提案されており、具体性には欠けるが、案として検討に値すると思

われる。 

 

（３）インドネシア側連携調整機関の設定 

上記（１）及び（２）の双方に関連するが、研修成果を最大のものとするに

は、候補者の選定を慎重にかつ戦略的に行う必要がある。そのため政府機関

の窓口を絞り GI の配布が行えることが望ましいと思われるが、現時点では、

（１）で実施予定のプロジェクトは窓口機関の選定で困難に直面するなど、

分権化後の同国政府関係各機関の実際に果たす役割について見通しが立たな

いところが多い。来年１月以降、専門家事務所と連絡調整を行いつつ、可能

な時点で窓口を選定することが必要と考える。 



Ⅳ．調査団所感 
 
インドネシア政府は，１９９９年５月の地方分権関連２法の成立以降，２００１年１

月からの地方分権実施に向けて準備作業を進めているが，十分には準備作業が進んで

いないのが現状である。このままでいくと，中央政府から地方政府への人員配置など

体制が十分整わないまま分権化された形で行政を行うこととなる。当初分権化移行は，

延期になるのではないかという憶測もあったが，中央政府の考え方は，多少の混乱は

承知のうえで，模索しながら分権化を推進する考えのようである。インドネシアの地

方分権化がどのような方向に展開していくのか，いまだ明確ではないが，着実に民主

化の道を歩み始めていることだけは確かである。 

このような状況の中で，インドネシア政府の要請に基づき「地方自治行政」研修を実

施することとなるが，この研修に対するインドネシア政府の期待は，想像以上に高い

ものがある。    

日本の地方自治体運営の評価は高く，地方自治体の機能と役割，公務員の能力向上，

地方議会と執行部の役割及び開発計画の策定・管理にインドネシア政府の興味が集中

した。また，日本の公務員への評価は特別高く，モラルや公務員意識など，文字どお

り「全体の奉仕者」であることを教えてほしいという要望が出された。 

この研修を有効に実施し，研修結果を効果的にするためには，次の点に留意しながら

進める必要がある。 

① 日本政府がインドネシア政府に対して行っている支援策と現地の JICA 専門家と

の情報交換など協力を緊密にしながら実施する必要がある。 

② インドネシアの地方分権化は，不透明な部分が多く，方向性をその都度把握分析

しながら，研修ニーズと研修対象者を検討する必要がある。 

③ インドネシアの地方自治は，県と市に権限が移譲されるものであり，やがては研

修員の対象を中央政府から地方政府へ移行するべきであると考えているが，この

場合でも中央政府を含めた構成のバランスをとる必要がある。 

④ 研修成果を発揮しやすくするため，特定の地域の地方政府を対象とすることも，

今後検討するべきである。 

⑤ 第１回の研修の参加者は，１０名であり，その影響力を効果的に発揮するために

は，帰国後の研修会の開催などの支援策を検討するべきである。 



別添１ 

 

 

 

 

 

 

協議概要 
 



インドネシア地方自治行政コース特別案件調査団協議概要 

 

 

11 月 27 日 

1. 大使館表敬 

（１）時間  9:30～10:30 

（２）面談者  

   小川清泰二等書記官 

   石原洋一郎経済担当官 

（３）協議内容 

 ア. JICA 実施の本邦研修について 

 JICA は北海道から沖縄まで日本各地に国内機関を所有しており、大学や地方自治体ある

いは民間企業などに委託して研修を実施している。とくに広島県は JICA 研修を多方面から

受け入れており、実績がある。この度の研修実施においては、本県でも取り組んでいる「一

村一品運動」といった地域振興施策など、予定している研修カリキュラムがインドネシア

行政官側の要望に合うかどうかという点も確認したい。 

  昨年度まではインドネシア東部地域の地方行政官課長級を対象に、地域開発に係る研修

を北海道で行った実績がある。北海道での研修実績を踏まえ、この度の調査で更に内容を

練り直し、行政官のターゲットを設定していきたい。 

 

イ. 調査団への要望 

 地方分権の細かな規則がまだ定まっておらず、大使館としても情報を掴んでいない。今

回の調査および研修の実施で新たな情報が分かったら教えてほしい。 

 

2. JICA インドネシア事務所表敬 

（１）時間  11：00～12:00 

（２）面談者 米田次長、庵原所長 

（３）協議内容 

ア. 研修対象者について 

 研修員がどの省庁から研修に派遣されるかを把握することが重要であり、G.I.の配布も

戦略的に行う必要がある。各地方政府の州議会・県議会議員も研修の対象とすればよいの

ではないだろうか。 

 

イ. アチェ州問題との関連について 

また、現在アチェ問題への取組みを対インドネシア国支援における１つのテーマとして

おり、（広島県の実施する本コースをアチェ州限定にしてくれというわけではないが、）ア

チェ州の行政官のニーズを探った上で、アチェ限定の研修実施も考えている。 

 

ウ. 他の技術協力との連携について 

 地方自治分野はインドネシア国への援助実施計画のうちでも最もプライオリティが高い

ものの一つであり、本研修以外にもプロジェクト方式技術協力「地方行政能力向上プロジ

ェクト」や、チーム派遣専門家など複数のスキームによる技術協力が計画されている。こ

れらの協力をバラバラに実施するのではなく、有機的に連携させることでより効果の高い

技術協力を行っていきたいと考えている。 



3. 専門家との協議 

（１）時間  14：30～17:30 

（２）面談者 

武田長久専門員（内務地方自治省 地方自治行政総局勤務） 

 谷本寿男専門家（BAPPENAS（国家開発計画庁）勤務） 

 奥山明専門家       （BAPPENAS（国家開発計画庁）勤務） 

（３）協議概要 

ア. 住民を把握している自治体について 

 行政的に住民を把握している自治体は「郡」。しかしながら実質的には、軍人の OB が故

郷に帰って村の名誉職的存在として住民を統治、把握している。実態として正確な住民情

報を管理しているのは国軍である。 

日本では自然村が積みあがって市町村を形成していった。インドネシアはトップダウン

で地方自治を広げつつあり、日本の感覚と逆。日本では末端を把握している自治体が地方

自治をやるという認識がある。 

 

イ. 研修対象者について 

地方行政官を対象とするのは妥当であるが、末端の行政機関になればなるほど学歴・英

語力は著しく落ちる。研修で州や県の関係者を呼ぶにしても、本研修が英語で行われるこ

とを考えると、参加者についてこれない人が出ることは明らか。十分に国際化されたレベ

ルの州や県を対象とする必要がある。 

中央から大きく権限委譲を受けるのは県・政令市になり、この研修の主旨をみると、県・

政令市レベルからも参加者を募って欲しいところだが、英語力の不足など現実には候補者

を挙げるのは難しい点がある。また５年間で５０人という限られた定員数に鑑みると、多

くの県に参加の機会を分散させたのでは投資効果が少ない。行政単位の数からいって、州

政府をメインターゲットとするのが適当であるが、チーム派遣専門家（次項参照）の入る

州から集中的に呼ぶなど、他の技術協力プログラムとの有機的連携が不可欠。 

一方で州政府の BAPPEDA（開発企画庁）に県・政令市を纏めていく調整機能を期待して

いるものの、かかる機能を果たせるかどうかは不明。 

   

（その他意見） 

• 研修設立当初は参加者を中央や州単位で選び、様子をみて徐々に県レベルの行政官

を主体にするよう進めてはどうか。 

• 最近、州、県・政令市、郡レベルの連合体（アソシエーション）が設立されたとい

う報告を受けている。どのような組織になるのか、また法的位置付けなども不明で

あるが、その機能によっては、今後人選の窓口として期待できよう。 

 

ウ. 専門家チーム派遣について 

業務内容・・・「地域開発政策支援」 

 北スマトラ州、西カリマンタン州、東ヌサテンガラ州の BAPPEDA（開発企画庁）に 3 名

を派遣、地域開発政策支援専門家として活動する。その３名を武田専門家が内務地方自治

省に入り、チーム派遣の専門家を取りまとめる。 

活動内容（例） 

・参加型計画立案実現へのアドバイス（大学、NGO などを巻きこむノウハウの提供） 

・地方における人材育成支援 

・分権化に対するアドバイス 

・援助調整業務（セクター別の専門家派遣など） 



エ. 地域開発における大学、NGO の役割 

 ドナーサイド（世銀中心）の提唱で大学や NGO といった"Civil Society"がより直接的に計

画策定に関わることを促進する流れになっている。この点では中央主導から一気に民主化

に「針が振れた」感があり、実際に機能するかは別として日本よりも理念的には進んでい

るといえる。地域開発計画の立案過程において、今後は行政、議会、Civil Society３者のせ

めぎ合いとなるだろう。 

 

オ. 首長の政策決定権限 

住民参加によって計画立案がなされるということは、首長選挙の際、首長の選択理由は

その政策ではなく、所属党がどこかということになる。ひいては議会工作で多数を占めた

ものが選出される。 

地方分権化以前、首長はいったん選出されると任期の５年間は事実上安泰であったが、

新法の実施により、首長は議会に対して責任を負うことになる。年度末の実施責任演説の

内容が地方議会に２回続けて拒否された場合、地方議会は大統領に対して地方首長の罷免

を提案できるようになる。 

一方で、従前はそもそも地方議会、地方行政府といった役割の明確な区分はなかった。

議会運営の歴史，経験がなく、議会の今後の機能性については疑問有り。 

地方分権化によって、首長が「地域ボス」化しないためにも議会の果たす役割はきわめ

て重要であり、本研修コースでも日本の議会制度の説明を十分に行ってほしい。 

また、中央からトップダウンで降りてきた計画を実行すればよかったため、地方政府の

行政官が「政策を積み上げて開発計画を作る」という発想はない。今後、地方行政官の政

策策定能力が問われるであろう。 

 

カ. 開発計画について 

ａ．「開発計画」とはどのような計画をさすのか 

PROPENAS（国家開発計画）は日本の全国総合開発計画にあたる。インドネシアでは州、

県・政令市が独自に開発計画立案を行うことが求められている。そのため、日本の全総

の一環として位置づけられた、県レベルの中・長期計画の策定手法を学ぶことが、本研

修に大きく期待されている要素の一つである。 

特に重要なのは透明性、アカウンタビリティであり、計画策定段階における公聴会の

開催などを含む本邦における制度・取組み事例を紹介してほしい。 

また日本の行政府が事業計画の維持管理にどれだけ心血を注いでいるかをよくよく伝

えてほしい。インドネシアの行政官は開発だけ行い、維持管理という考えがない。（ここ

で維持管理とは、立案した計画の「implementation（実行）」という意味、あるいは建設

されたインフラなど事業の成果物の「維持管理」の両方を意味する。）予算確保のプロセ

スを含めた開発計画の「維持管理」の重要性を教えてほしい。さらには維持・管理にど

れだけ市民（あるいは NGO、大学が参加しているなど）が当事者として関わっているか

を紹介してほしい。 

現在、州レベルでは開発計画のドラフト作成の段階。本調査団が訪問する西ジャワ州

は進んでいると聞いている。 

 

ｂ．地方政府の開発計画手法について 

中央政府では、地方政府に対するマニュアルとして、P3D という地方開発計画作りの

ガイドラインを用意しているが、地方自治体は中央から降りて来る同マニュアルをその

まま受け入れるかは疑問。 

 



自治体によってはすでに手法作りが進んでいるところもあり、特に北スマトラ州では

開発計画手法が完成していると聞いている。初年度研修員の候補として挙がっている北

スマトラ州 BAPPEDA 所属の人に計画手法（ないしはそのドラフト）を持ってこさせるよ

う、受け入れ回答に付記する。 

 

キ. 地方公務員の人事について 

ａ．採用 

採用試験はあるものの、ネポティズムが蔓延しているため、無いに等しい。中央政府

行政官の殆どは学歴の非常に高いジャワ人が占める。州レベルは地方大学出身者。問題

は県である（県の行政官の能力は低い）。 

DINAS（州、県・政令市の事業局）が州、県・政令市レベルの中央出先機関（KANWIL, 

KANDEP）を吸収するといった、中央と州、中央と県といった部署の統合にあたっては、

学歴・収入の違いから、上のポストを上級官庁の職員が占めることが予想され、地方政

府の抵抗など、問題が発生する。 

 

ｂ．定員 

 不明。ただ、予算は定員ベースで決まるのだから、総枠の定員はあるず。バンドン市政

府で聞けるのではないか。局レベルでラフな定員はあるだろうが、局長以下の部署は局長

次第といった感がある。日本のように課単位まで細かく人事定員規程が定められていない

のではないか。いずれにしろきちんとした情報はもっていないと思われる。 

 

ｃ．給与体系 

 教員の最低賃金が３０万ルピアなどと規程されているが、足りるはずがない。基本給を

低く抑えているので、職能給が収入に大きく差左右する。インドネシアでは、地方自治体

の予算（経常経費）のおおよそ８割は人件費に充てられている。 

 

ク. その他 

研修コースにおいて、日本の県、市町村を説明する際、インドネシアでの行政レベル（中

央政府、１級自治体、２級自治体）に当てはめて説明しないと、インドネシアの行政官に

は理解しづらいだろう。 

 

11 月 28 日 

1. 内務地方自治省地域開発総局（BANGDA） 

（１）時間 9:00～10:30 

（２）面談者 Mr. Widodo Jusuf, Secretary, DG for Regional Development 

（３）協議概要 

ア. 研修対象者について 

 県の行政官を呼ばないのかという問いが出されたが、定員に限りがあり、県を指導できる
．．．．．

立場にある人を今のところは想定していると回答。 

 

イ. 研修カリキュラムへの要望 

  以下の項目について重点を置いてほしいという要望が出された。 

ａ．地方議会制度 

 地方分権化によって地方議会の役割が極めて重要になるが、自治体行政と地方議会と

の明確な役割区分すらなく、地方議会運営の経験が乏しい。本研修コースでも日本の議



会制度を十分に説明してほしい。 

 

ｂ．同レベル自治体間の協調関係 

協調によってどのような行政サービスを行うのかという例示はなかったものの、当方よ

り本邦の広域行政について説明を行った。 

 

ｃ．中央政府と地方政府の関係 

 理念的には、地方分権化によって国、州、県・政令市が従属関係ではなく、水平の関係

に変わることが決定している。しかし実務的に中央－地方の連携がどうなされるのか依然

不明確である。日本の国－県－市町村の関係を詳しく紹介してほしい。 

 

ｄ．グローバリゼーションにおいて地方自治体が果たす役割 

 婉曲的な表現であったが、国際援助機関からの援助を地方自治体がダイレクトに受けら

れるのかということを暗に聞きたかったようである。 

 

ウ. その他 

ａ．内務地方自治省の組織改革について→改革後の組織機構は未確定 

ｂ．本研修の窓口について 

今年度は時間的な制約もあり BAPPENAS（国家開発計画庁）を窓口にしていたが、次年

度以降は内務地方自治省を窓口にしてほしい旨の要望が出された。当方から「検討する」

と回答。 

 

2. BAPPENAS（国家開発計画庁） 

（１）時間 11:00～12:00 

（２）面談者 

  ・Mr. Max H. Pohan, Head of Bureau for Local Government Capacity Empowerment 
  ・Drs. Dadang SOLIHIN, MA, Head Division for Local Government Apparatus Empowerment 
（３）協議内容 

 

ア. カリキュラムについて 

   以下の項目について重点を置いてほしいという要望が出された。 

 

ａ．地方議会制度について 

 地方分権化を進める真の目的は民主主義の浸透にある。民意を代表するという意味で、

地方議会の役割はきわめて重要であり、日本の議会制度の紹介ついては重点を置いてほ

しい。 

 

ｂ．公務員の意識改革について 

 グッドガバナンスには公務員の意識改革が不可欠である。インドネシアでは公務員が

市民を管理・統制しているという発想が支配的である。日本の公務員のモラル向上、統

治の意識付けに係る知見の紹介を通じ、“Civil Servant”の役割が、文字通り国民に奉仕す

ることであるということを研修員に十分理解させてほしい。 

 

イ. 定員について 

 １０人１年間、５年で５０人では少なすぎる。回数、人数を増やすべき。権限委譲の対

象は県・政令市であるが、たとえ州レベルの地方行政官に対象を絞ったとしても、地方分



権の進展とともに州自体の数が増えていくことになる。各州から１，２人では研修効果が

期待できない。 

 

ウ. 国際協力銀行（JBIC）実施予定の本邦研修について 

当方より JICA 実施の本研修について説明を行ったところ、国際協力銀行も同様の関連分

野で研修を実施する旨紹介を受けた。概要については次の通り。なお詳細については事務

所等を通じて情報を収集することとする。 

 

・名  称：Short Term in Development and Planning for Economics Division Head 
 District Development Planning Board(Bappeda Kabupaten/Kota)in Japan 

・期  間：2001 年 2 月 1 日～2001 年 3 月 1 日 

・定  員：30 人（中央政府 3 人、地方政府 27 人） 

※合計で 380 人を予定。頻度、継続年数など不明。 

・研 修 地：東京、神奈川、名古屋 

・使用言語：英語 
 

エ. 分権化後の BAPPENAS(国家開発計画庁)／BAPPEDA(州、県・政令市開発企画庁)の役割 

BAPPENAS は国家開発計画、BAPPEDA は地域開発計画策定の役割を担っている。一方、

BAPPEDA の作成した地域開発を執行していくのが地方政府であり、それを指導するのが内

務地方自治省である。 

地域開発計画策定においては、国家の優先課題があり、地方政府の情勢をヒアリングした

上で計画を取りまとめるのが、今後の BAPPENAS の役目となるだろう。BAPPENAS 主催で各

自治体の首長を招き、地方自治のあり方について協議を行ったが、こうした総合調整機能

を果たすのが BAPPENAS である。 

 

3. LAN（国家行政院） 

（１）時間 14:00～15:30 

（２）面談者 

   Mr. Edi Topo, Head of Training and Education 
   Mr. Sugiarto 
   Mr. Marpaung 

 

（３）協議内容 

ア. LAN の役割 

LAN は行政機関の機能向上、行政官の能力向上を図るための政策や各種プログラムの立

案を行う機関である。Eslon（公務員の階級）１および２の上級公務員に対するマネジメン

ト研修を行っているほか、財務、内務、運輸、農業省それぞれの教育訓練庁（Badan Diklat）

の実施する研修に対して監督責任を持つ。 

 地方分権化後は、地方自治体が独自に実施する公務員研修へのコンサルティング、およ

び他省庁、自治体所有の公務員研修所における研修内容の監督、モニタリングを行う役割

を担う。 

 

 イ. 地方政府に対する公務員研修実施に係るガイドラインにいて 

 LAN は地方政府が自ら作成するための実務的なマニュアルとして１１種類の「ガイダン

ス」を作成中であり、現在ドラフト作成段階。同資料は「インドネシア地方行政能力向上

プロジェクト」関係者経由で入手することとする。 



11 月 29 日 

1. 内務地方自治省地方自治行政総局（ＰＵＭＤＡ） 

（１）時間 9:00～11:00 

（２）面談者  

Drs. S. Situmorang, M.Si, Director General for Regional and Public Administration 

Mr. Gutheng Prabowo, Head of Subdirectorate of Population and Civil Registration 
IR. Syahrir AB, M. Sc 
 

（３）協議内容. 

 ア. 研修対象者について 

 研修を通して日本とインドネシアの制度比較を行うということであるが、県レベル研修

対象者としたのでは、研修員自身がインドネシアの地方自治制度を理解しておらず、比較

が行えない。中央政府と地方政府を両方含む、また他局を含め内務地方自治省から複数人

の選考を行ってほしい。 

また、今年度は BAPPENAS（国家開発計画庁）ならびに BAPPEDA（州、県・政令市開発企

画庁）を中心とした人選を予定しているということだが、この点についても再考を願いた

い。これまで地方開発における権力が BAPPEDA に集中しすぎていたため、人材育成に対す

る機会が BAPPEDA にのみ集中してきた。しかしながら、（BAPPENAS が降格されたことに加

え、）BAPPEDA は地方自治体に分配される予算のうち、開発に係る予算ついてのみ、すなわ

ち全予算の一部を担当しているに過ぎない。今後は BAPPEDA 以外の部局に所属する地方行

政官の能力向上に重点をおく必要があると思料する。 

 

（その他の意見） 

・ 中央と地方から呼ぶ研修員の割合は３：７が理想。 

・ 開発の遅れているインドネシア東部の自治体から優先的に採用してほしい。 

・ 中央? 州? 県・政令市? 郡、すべてのレベルの行政官を集めることで異なった立場から議論

を行うような研修にしてほしい。 

・ 州、県・政令市、郡レベルそれぞれの連合体（アソシエーション）が設立された。これらア

ソシエーションをカウンターパートとして人選を行えるのではないか。 

 

イ. 定員 

定員増加をお願いしたい。地方自治で権限が委譲されるのは県・政令市レベルである。併

せて 370 近くと県・政令市の数は多いが、できるだけ多くの県・政令市に同分野への研修参

加機会を提供したい。定員の増加が困難であれば、研修成果の普及という観点から中央政府

行政官、とくに内務地方自治省地方自治行政総局（ＰＵＭＤＡ）から中心に人選を行ってほ

しい。 

 

ウ. カリキュラムについて 

地方議会制度運営は非常に重要であり、本研修に大きく期待する内容のひとつである。し

かし、開発にかかる予算だけを扱う BAPPEDA 職員に地方議会制度を教えても効果は薄い。地

方議会の議員も参加させてはどうか。 

 

エ. コストシェアリングについて 

研修実施にあたっては、コストシェアリングの考え方を導入してはどうか。例えば、地方

政府が日本への渡航費を負担するとか、インドネシア国内研修の実施で経費を地方政府が負



担するなどが考えられる。これにより日本側の経費負担を軽減し、より多くの人間に研修参

加の機会を与えることができるのではないか。 

 

オ. その他 

（ア） 地方議会運営を管理する中央政府の組織はどこになるのか？  

            →内務地方自治省地方自治行政総局。 

（イ）本邦研修参加者が帰国後に、アソシエーションを通じて（トレーナー的に）研修成果

を普及させることができるのではないか。 
 

11 月 30 日 

1. 西ジャワ州 BAPPEDA（開発企画庁） 

（１）時間 9:00～11:00 

（２）面談者 

H. IRMAND BK 

S ABDRACHIM 
（３）協議概要 

 ア. 地方分権化に際しての西ジャワ州の課題 

地方分権化に際しての最も大きな課題は州内各県・政令市の経済格差である。できるだ

け格差を解消するべく努力する所存であるが、経済格差がそのまま地方政府行政官の能力

格差にも現れている。各県・政令市が独自に開発計画を立案・実行していくことになるた

め、能力格差是正が不可欠である。今後、階層研修を減らし、機能研修を増加させること

で、個々人の能力向上を図る予定である。 

 

 イ. 西ジャワ州の開発計画（PROPEDA）について 

 今般、西ジャワ開発１０カ年計画を策定した。計画策定に当たっては、大学、NGO など

のステークホルダーを加え、セクター別の１０種類の協議会（ダイアログミーティング）

を開催するなど、参加型の手法を採用した。 

計画における重点分野は以下の６項目である。 

Ø アグリビジネス 

Ø 観光 

Ø 製造業 

Ø 水産加工業 

Ø 教育研究調査 

Ø サービス 

 

2. バンドン市政府 

（１）時間 12:00～13:30 

（２）面談者 

Mr. LiLi Stisna, BAPPEDA Researcher 
Mr. Dadang Muhayana, Training Center sub division 
Mr. Bulgan Head of Division for Organization 

 

（３）協議概要 

ア. 公務員研修の実施について 

将来的には自前で研修施設を持ちたいと考えている。市が公務員の行政能力向上に必要



な研修を独自に取りまとめたリストを作成した。研修の内容としては大きくマネジメント

研修、各セクターごとの技術研修、文書管理・コンピューター操作など職務研修の３つに

分類される。研修を実施する上で最も大切なのは「組織文化を変えること」であり、各部

局のトップへの研修を行うことで市政府全体に意識変革を促したい。 

 

イ. バンドン市政府の公務員数について 

現在、中央省庁からの派遣も含めて、市職員は１６，２４６人、市所属の教師は６，０

００人程度（小学校から高校まで）である。地方分権後、KANDEP（中央省庁の県・政令市

出先機関）の統合により１，１０６人が地方公務員に切り替わり、市合計で２５，０００

人程度となる予定である。 

 

ウ. 開発計画（PROPEDA）について 

大学、NGO 関係者など、様々なステークホルダーを召集して基本計画を策定した。現在

最終ドラフト作成中である。本ドラフトは「インドネシア地方行政能力向上プロジェクト」

関係者経由で入手することとする。バンドン市における開発基本計画プロセスは以下の通

り。 

 

第１段階 バンドン市開発企画庁(BAPPEDA TK II）がたたき台を作成。 

第２段階 大学、NGO および住民代表者を広く召集し協議会を開催。 

第３段階 第２段階より絞り込みを行った大学、NGO、有識者を召集して再度協議会を開催。 

第４段階（最終段階） 最終ドラフト作成。議会にて承認。  

 

議会の方針で開発計画のうち、特に商業ならびに観光業に注力した「サービス・シティー」を目

指すことが決定された。これは同市が商業、観光業のリソース（ホテルなど）に恵まれているとい

う分析に基づいたものである。また、バンドン市のみへのサービスではなく、他地域へもサービス

対象を拡大し、市への収入を増加することを目指している。 

魅力的な観光地を目指して例えば国際的なセミナーを誘致する、あるいは周辺地域にハイキング

コース、ターミナルセンタービルを開発するなどの計画をしている。観光資源としてはバンドン市

周辺を想定しており、バンドン市自体は、観光に関わる情報のハブとして機能させることを目指し

ている。 

また、バンドン市を含めた周辺６県・政令市で「グレート・バンドン」を構築、バンドン市およ

びバンドン県が中核的な役割を果たしながら地域連携による開発を進めていく。 
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インドネシア地方自治関連二法条文（和訳） 
 

出所：インドネシア要請背景調査 

       「地方分権化技術支援」に係る報告書 

          （2000 年 3 月、大蔵省主計局 藤井健志氏） 
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インドネシア国家開発計画(PROPENAS)の概要 
 

ＪＩＣＡ専門家 奥山明 作成資料 

 





別添４ 

 

 

 

 

 

 

国家開発における主要課題（骨子案） 
 

ＪＩＣＡ専門家 奥山明 作成資料 
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平成１２年度 インドネシア「地方自治行政」コース実施要領 
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国際協力事業団中国国際センター 
 



 

 

目     次 

 

  １．研修コース名等  ………………………………………………… 

  ２．コースの背景・目的  …………………………………………… 

  ３．到達目標  ………………………………………………………… 

  ４．研修項目・研修方法   ………………………………………… 

  ５．研修参加資格要件等  …………………………………………… 

  ６．研修実施体制及び運営  ………………………………………… 

  ７．研修・宿泊施設  ………………………………………………… 

  ８．研修付帯プログラム  …………………………………………… 

     ９．研修の評価    …………………………………………………… 

      別添 1 コース概念図 …………………………………………………… 

  別添 2 研修日程    …………………………………………………… 

   別添 3 コース関係者リスト  ………………………………………… 

   別添 4 インドネシア国資料 …………………………………………… 

           別添 5 ……………………………………………………………………… 

  



  

１． 研修コース名等 
 
（１） 研修コース名： 和文：インドネシア「地方自治行政」コース 

英文：Local Government Administration for Indonesia 

（２） コース開設年度：平成１２年度 

（３） 研修期間：平成１３年 １月 ８日～平成１３年 ２月１１日 

うち技術研修期間：平成１３年 １月１５日～平成１３年 ２月 ９日 

（４） 定員：１０名 

（５） 実施機関：１) 広島県国際交流課 

  ２)（財）ひろしま国際センター  

 

２． コースの背景・目的 
 
（１） 背景 

インドネシアにおいては、１９９８年５月のスハルト政権崩壊後、地方分権の流れが加速して

おり、１９９９年５月には地方分権化関連二法（地方行政法、中央地方間財政均衡法）が成立し

た。これにより、中央政府の権限は外交、国防、司法、金融・財政、宗教、各種マクロ政策（国家

計画、人材育成、戦略的技術・天然資源利用）等に限定するとともに、地方政府（州、県・政令

市）に対して一定の自治権を与えることが予定されている。 

一方、権限の委譲を受ける地方政府（州、県・政令市）は、今後自ら主体的に自治体運営を

行うことを求められ、また地域のニーズに基づいた効果的な行政の実施と公共サービスを提供

していかなければならない状況となっている。 

こうした状況に対応するためには、地方自治、権限の委譲に携わる中央政府の行政官の啓

発・能力向上とともに、地方政府の組織構造や人事制度の見直し、地方政府行政官の財政管

理、政策企画立案、実施等の能力向上が不可欠となっている。 

インドネシア政府はかかる状況のもと、公務員研修に関する技術支援を日本に対して求め

てきており、日本政府は２００１年３月より開始予定のプロジェクト方式技術協力（「インドネシア

公務員行政能力向上プロジェクト」）による協力をはじめ、本件国別特設研修コースの新設等に

よりこの要請に応えていくこととしている。 

 

（２） 目的 

 インドネシア国の地方分権化に伴う行政改革に係わる、中央政府課長クラスあるいは地方政

府局長クラスの行政官を対象に、日本の地方自治沿革及び現行制度を紹介すると共に、地方

政府レベルにおける行政官の人的資源開発、及び開発計画策定にかかる手法を理解させるこ

とを目的として実施するものである。 

 

 



３． 到達目標 
 
（１） 中央集権から地方分権へ移行した明治以降の地方自治の沿革、及び今日における制 

度・法体系の概要を理解する。 

 

（２） 広島県及び県内市町村を事例とし、日本における地方自治体の役割と機能、及び 

都道府県と市町村の関係を理解する。 

 

（３） 地方政府レベルにおける行政官の人的資源開発手法を理解する。 

 

（４） 地域振興計画策定のプロセス及び手法を理解する。 

 

 
４． 研修項目・研修方法 
 
（１）プログラムオリエンテーション 

 はじめに、別添の資料に基づきプログラムオリエンテーションを実施し、各研修員が本コー

スの内容・進め方について把握できるようにする。 

 

（２）ジョブレポート発表 

 各研修員は来日に際し、ジョブレポートを作成・提出している。このレポートの内

容に基づき、インドネシア国の地方自治行政の現状について日本側関係者に対して報

告すると共に、本コースで何を習得すべきかについて明らかにする。 

 日本側関係者は、要約を通読し、インドネシア国の状況や現在抱える問題点などを

予め理解する。また、各研修員に対しては来日後に全員分のレポートを取り纏めたも

のを配布する。 

 

（３）技術研修 

技術研修は主に４つの単元から構成されている。研修の前段では「地方自治制度概

説」として日本における地方自治制度の概要を説明する。続いて広島県及び県内市町

村の取り組みを事例とし、講義及び視察等を通じて「地方自治体の役割と機能」、「人

的資源開発」、「地域振興計画」の各単元について理解を深める。 

研修終盤においては、研修員、広島県関係者、JICA 関係者の出席により、次年度以

降の研修方針及び研修項目について検討する「講座設定ディスカッション」、及び帰

国後に本研修で得たことを自国の地方分権化、地方自治に活かす方法を模索する「行

動計画ディスカッション」の二つを行う。後者で議論された行動計画はファイナルレ

ポートに反映する。 

なお、研修の円滑な実施と、高い効果を得るために、次の点に留意する。 



① 講義と視察・実習の関連を明確にする。特に視察等においては、実施機関担当者

が事前に目的をブリーフィングし、見るべきポイントや質問事項等を研修員が考

えることができるようにする。 

② 講義においては情報の伝達だけでなく、その中で各研修員が自国の状況と比較し

ながら理解し、その活用を考えることができるように質疑や意見交換の場を設定

する。 

 

（４）ファイナルレポート作成・発表 

 研修で得た知識、ならびに「行動計画ディスカッション」での議論に基づき、今後

のインドネシア国の地方分権化、地方自治について検討を行い、帰国後の行動計画を

作成・発表する。ファイナルレポートでは特にジョブレポート発表時に各研修員が課

題として取り上げた内容に注目して作成することとする。 



（５）カリキュラム 
 

単 元 講 義 名 ね  ら  い 担 当 講義数 

地方自治制度序論 
ジョブレポートを受けて，両制度の大まかな差異や
用語の定義を確認する。 

関係者 2 

地方自治制度の概要 
地方自治の基本理念を説明する。また，中央集権か
ら地方分権へ移行した明治以降の地方自治制度を理
解する。 

川崎教授 4 

教育制度の概要 教育制度の概要を理解する。 平川助教授 1 

地方税制度の概要 
地方税制度を中心に税の種類及び制度の沿革等を理
解する。 

県税務課 1 

地方財政制度の概要 
国，市町村との財政的関わり，資金の流れ及び財政
計画等を理解する。 

県市町村課 1 

地 
方 
自 
治 
制 
度 
概 
説 

地方議会制度の概要 
地方議会制度の概要及びその意義と役割を説明する
とともに，県議会議事堂を視察する。 

県議会事務局 
議事課 

2 

県の概要等 
地方自治体としての県を理解するための基礎データ
（人口，面積等）を理解する。 

県国際交流課 1 

県の組織と機能 
広域的また国の施策と市町村の業務を連絡調整する
機能を担う県の存在意義とその役割を理解する。 

県地方公務員 
研修所 

1 
地方自治
体の役割
と機能 

市町村の行政サービス 
県内市町村を視察し，実際の市町村の行政サービス
を紹介し，また一部事務組合を視察し，広域行政の
役割を理解する。 

三原市 4 

地方公務員制度の概説 
公務員の任用，人事，給与等に関する規則とその意
義及び地方公務員の課題について理解する。 

井上講師 3 
人的資源 
開発  

地方公務員の研修 
地方公務員研修所を訪問し，公務員の育成方針，研
修体制等を理解する。 

県地方公務員 
研修所 

1 

県の基本計画の作成 
県の中期計画の説明と重要施策に関する基本的事項
の企画及び総合調整の実務を理解する。 

県政策企画局 4 
地域振興 
計画 

地域振興の事例 
県内市町村の現況と県の地域振興施策について理解
する。 

尾道市 
向島町 
瀬戸田町 

2 

ジョブレポート発表 
インドネシアの地方自治の概要について発表しても
らうとともに，研修員の課題を認識する。 

関係者 2 

中間発表会 
これまで学んだ日本の制度について理解度を深める
ため，中間発表及び討論を行う。 

関係者 1 

講座設定ディスカッション 
研修全般を総括し，次年度以降の本コースのカリキ
ュラムについて討議を行う。 

関係者 1 

行動計画ディスカッション 
ファイナルレポートで効果的なアクションプランを
作成するため，様々な意見交換を行う。 

関係者 1 

ファイナルレポート 
日本とインドネシアの両制度を比較して長所・短所
を明らかにし，アクションプランを作成する。 

関係者 3 

県外視察 中央政府がある首都を視察する。(自治省等訪問) 県国際交流課等 6 

その他 

開・閉講式，表敬訪問等  
県国際交流課，
HIC等 

2 

計  43 

（注）各講義毎に質疑応答時間を設ける。 

 



 

５． 研修員参加資格要件等 
 

（１）研修参加資格要件 

応募要領に記載してある応募条件は、次のとおり。 

① 所定の手続きに基づき、政府より推薦された者。 

② ３０歳以上の者。 

③ 大学を卒業した者、若しくは同等の学歴を有する者。 

④ 十分な英語力がある方が望ましい。 

⑤ 心身共に健康である者。 

⑥ 軍務についていない者。 

 

（２）人選方法、及び選考基準 

 本コースの応募要領に基づいて、応募国から提出された要請書により、主に応募条件

の具備程度、要請度合等を総合的に検討し、国際協力事業団、広島県総務企画部国際交

流課、 (財)ひろしま国際センターが協議して選考する。 



６． 研修実施体制及び運営 
 

（１）実施体制 

本コースは、国際協力事業団が（財）ひろしま国際センターに委託し、実施運営す

るものである。業務分担は以下の通り。 

 

ア．広島県総務企画部国際交流課 

 ・研修日程の作成 

・講師の選定 

・テキスト・資機材の計画 

・研修視察旅行・見学先の計画 

 

イ．（財）ひろしま国際センター 

・講師との連絡調整 

・研修施設の手配 

・研修視察旅行、見学先の手配 

・研修経費の処理 

 

ウ．国際協力事業団中国国際センター 

・研修実施要領の作成 

・研修監理員の配置 

・テキスト・資機材の手配 

・研修員諸手当の支給 

・研修実施報告書の作成 

・開・閉校式、評価会、反省会の開催 

・研修員の日常生活における生活指導 

 

エ．その他 

コース運営上、検討事項が生じた場合には、広島県総務企画部国際交流課、  

（財）ひろしま国際センター、国際協力事業団が協議を行うものとする。 

 

（２）研修監理員の配置 

 研修期間中、研修監理員（日本国際協力センター 岡本幸江、辻地江子）を配置し、

業務調整及び通訳業務にあたり、コースの円滑な運営を図るものとする。 

 

 

 
 



７． 研修・宿泊施設等 
 

（１）研修実施機関  広島県総務企画部国際交流課 

         所在地：〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号  
         ＴＥＬ：０８２-２２８-５８７７ 
         ＦＡＸ：０８２-２２８-１６１４ 
 

 （財）ひろしま国際センター 

         所在地：〒739-0046 広島県東広島市鏡山３-３-１  

                       ひろしま国際プラザ内 
         ＴＥＬ：０８２４-２１-５９００ 

         ＦＡＸ：０８２４-２１-５７５１ 

 
（２）研修宿泊施設  国際協力事業団（ＪＩＣＡ）中国国際センター 

         所在地：〒739-0046 広島県東広島市鏡山３-３-１ 
         ＴＥＬ：０８２４-２１-５８００（代表） 
         ＦＡＸ：０８２４-２０-８０８２ 

 

８． 研修付帯プログラム 
 
（１）ブリーフィング 

ＪＩＣＡ中国国際センターにおいて、来日翌日から、来日事務手続き、滞在諸手当

の支給及び日常生活の一般留意事項についてのブリーフィングを実施する。 

 

（２）ジェネラルオリエンテーション 

ブリーフィングの他３日間、日本滞在中の必要知識として、日本事情の紹介を中心

としたジェネラルオリエンテーションを（１）と同様実施する。 

 

９． 研修の評価 
 

研修目的、目標の達成度合いについて、的確に把握するとともに、今後の同コース運

営の参考に資するため、次のとおり評価会等を実施する。 

 

（１）評価会 

各研修員から所定の報告書を提出させ、研修到達目標達成の自己評価・コース運営

等全般に係るコメントを把握する。その後、コース全般の改善に資することを目的に

研修員と関係者の意見交換を行う。 

 

（２）反省会 

提出された報告書類、講師の意見、見学先の感想、評価会における発言等を総合的

に分析し、本コースの評価を確定するとともに、実施報告書を作成して次回コースの

基本計画の改善をはかるため協議する。 



平成１２年度「インドネシア地方自治行政」コース　フローチャート

ジョブレポート作成

１／８ 来日

１／１５ ジョブレポート発表

技術研修

地方自治制度概説

中間発表会

地方自治体の
役割と機能

人的資源
開　　発

地域振興
計　　画

２／７ 講座設定ディスカッション

行動計画ディスカッション

２／８ ファイナルレポート作成

２／９ ファイナルレポート発表

２／１１ 帰国

所属機関、日本大使館、ＪＩＣＡ事務所に対する報告
研修成果を踏まえ将来の行動計画について協議・検討

インドネシア国の状況及び
研修課題を発表する

次年度以降の研修方針及び研
修項目について議論する。

本研修で得たことに基づき、
帰国後の行動計画について議
論する。

研修で学んだことを取りまと
めると共に、「行動計画ディ
スカッション」の議論した行
動計画をレポートにまとめ発
表する。

これまで学んだ日本の制度に
ついて理解度を深めるため、
中間発表及び討論を行う。



インドネシア「地方自治行政」コース研修日程 
月 日 曜日 項  目 時間 研 修 内 容 担当機関 役職 氏名 

８ 月    来日    
９ 火 終日 ブリーフｨング ＨＩＣ研修部   

午前 プログラム・オリエンテーション ＪＩＣＡ   10 水 

 

午後 ブリーフｨング ＨＩＣ研修部   
11 木 終日 オリエンテーション  

午前   〃 
ＨＩＣ研修部   

１ 

12 金 地方自治体の

役割と機能 午後 広島県の概要 広島県総務企画部国際交流課 国際協力係長 功野 和正 

 13 土       
 14 日       

開講式 ＪＩＣＡ   
午前 

カントリー・ジョブレポート 15 月 

 

午後 カントリー・ジョブレポート 
広島県総務企画部国際交流課   

午前 地方自治制度序論 16 火 
午後   〃 

広島大学法学部 
広島文教女子大学 

教授 
講師 

川崎 信文 
井上 裕雄 

午前 地方自治制度の概要 17 水 
午後   〃 
午前   〃 18 木 

地方自治
制度概説 

午後   〃 

広島大学法学部 教授 川崎 信文 

午前 県の組織と機能 広島県地方公務員研修所 主任教授 沼  彰彦 

  

19 金 地方自治体の 

役割と機能 午後 表敬，視察，マツダ視察 広島県総務企画部国際交流課   
 20 土   （新年交流会）    
 21 日       

午前 教育制度の概要 広島大学国際協力研究科 助教授 平川 幸子 22 月 
午後 地方財政制度の概要 広島県地域振興部市町村課 財政係主査(兼)係長 大和 耕一 
午前 地方税制度の概要 広島県総務企画部税務課 企画係長 平山 直行 23 火 
午後 中間発表会 広島県総務企画部国際交流課   
午前 地方議会制度の概要 

県議会視察 
広島県議会事務局 議事課長  大下 和男 

24 水 

地方自治
制度概説 

午後 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ協会表敬 広島県総務企画部国際交流課   

午前 県の地域振興計画の策定 25 木 
午後   〃 
午前   〃 

 

26 金 

地域振興
計画 

午後   〃 

広島県総務企画部政策企画局 主任企画員 脇本 修自 

 27 土   （ホームビジット）    
 28 日   （宮島）    

午前 地方公務員制度の概要 
29 月 

午後   〃 
 

人的資源
開発 午前   〃 

(財)ひろしま国際センタ
ー研修部 

事務局長兼研修部長 今谷 弘文 

30 火 
 午後 地方公務員研修所訪問 広島県地方公務員研修所 教務課長 槇原 晃二 

午前 地域振興の事例 
尾道市企画部広域振興課 
向島町（洋らんセンター） 

広域振興課長 
研究員 

村上 明雄 
高橋知佐子 

 

31 水 地域振興
計画 

午後   〃 瀬戸田町 助役 稲角利郎 
午前 市町村の行政サービス １ 木 
午後   〃 
午前   〃 ２ 金 

地方自治
体の役割
と機能 

午後   〃 

三原市企画室 企画室長 安井 清司 

３ 土   (小学校訪問)    
４ 日   広島→東京    

午前 東京（総務省，ＪＩＣＡ本部）    ５ 月 
午後   〃 広島県総務企画部国際交流課   
午前   〃    ６ 火 
午後 東京→広島    
午前 講座設定ディスカッション・評価会 広島県総務企画部国際交流課   ７ 水 
午後 行動計画ディスカッション 広島県総務企画部国際交流課   
午前 ファイナルレポート作成 ８ 木 
午後   〃 

   

午前 ファイナルレポート発表会 広島県総務企画部国際交流課   

閉講式 ＪＩＣＡ   ９ 金 

 

午後 
上京 ＪＩＣＡ   

10 土       

２ 
 
  

11 日   帰国    
 



別添３

担当者所属 役職 氏名
電話

ＦＡＸ
ｅ-ｍａｉｌ

広島大学　法学部 教授 川崎　信文
0824-24-7251

0824-24-7212
〒739-8525 東広島市鏡山1-2-1 kawasaki@law.hiroshima-u.ac.jp

広島大学大学院
国際協力研究科

助教授 平川　幸子
0824-24-6941

0824-24-6941
〒739-8525 東広島市鏡山1-5-1 hirayuki@hiroshima-u.ac.jp

広島文教女子大学 講師 井上　裕雄
082-924-5108

082-924-5108
〒731-5145 広島市佐伯区隅の浜2-11-5

総務省自治行政局国際室 室長 佐々木　淳
03-5253-5527

03-5253-5530
〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2

課長 石本　俊憲

課長代理 松本　隆太郎

国際協力
係長

功野　和正

主任主事 沖田　真一

主事 岡　浩二

広島県総務企画部
税務課企画係

係長 平山　直行
082-228-2111

082-222-1041
zeimu@pref.hiroshima.jp

広島県総務企画部
政策企画局企画調査班

主任企画員 脇本　修自
082-228-2111

082-212-4025
seisaku@pref.hiroshima.jp

広島県地域振興部市町村分権
推進局 市町村課財政係

主査(兼)係長 大和　耕一
082-228-2111

082-223-6313
shichouson@pref.hiroshima.jp

主任教授 沼　彰彦

教務課長 槇原　晃二

広島県
議会事務局議事課

課長 大下　和男
082-228-2111

082-223-6320
〒730-8511 広島市中区基町10-52 gikaigiji@pref.hiroshima.jp

三原市 市長 山本　清治

三原市企画室 室長 安井　清司

三原市議会事務局 局長 是竹　旱二 0848-67-6135 〒723-8601 三原市港町3-5-1

尾道市企画部広域振興課
（瀬戸内しまなみ街道周辺地域

　振興協議会事務局）

課長
(瀬戸内しまなみ街道

周辺地域振興協議会

事務局次長)

村上　明雄
0848-25-7111

0848-37-2740
〒722-8501 尾道市久保一丁目15?1 onomichi@hiroshima-cdas.or.jp

瀬戸田町 助役 稲角　利郎

瀬戸田町企画課 課長 松村　晃次

向島町企画振興課 主任 半田　直紀
0848-44-0110

0848-44-2569
〒722-8510 御調郡向島町5208

株式会社シトラスパーク 常務取締役 村上　修一
08452-6-3030

08452-6-3031
〒722-2403

豊田郡瀬戸田町瀬戸田
　　　　　大字荻4985

向島洋らんセンター 研究員 高橋　知佐子
0848-44-8808

0848-44-8808
〒722-0073 御調郡向島町3090-1

常務理事 藤阪　文俊

事務局次長
兼研修部長

今谷　弘文

課長 西迫　辰美

プログラム
オフィサー

前川　知恵子

プログラム
オフィサー

森　光重

研修監理員 岡本　幸江

研修監理員 辻　地江子

国際協力事業団
国際協力総合研究所

国際協力
専門員

花井　正明
03-3269-3851

03-3269-6992
〒162-8433 東京都新宿区市谷本村町10-5 mhanai@jica.go.jp

課長代理 渡辺　健

職員 長縄　真吾 naganawa@jica.go.jp

課長代理 佐藤　知子 tomoko@jica.go.jp

職員 甲賀　大吾 daigok@jica.go.jp

住所

　関係者リスト（修正版）

広島県総務企画部
国際交流課

082-228-5877

082-228-1614
kokusai@pref.hiroshima.jp〒730-8511 広島市中区基町10-52

広島県
地方公務員研修所

082-238-8261

082-230-3803
〒733-0001 kenshusho@pref.hiroshima.jp

0848-64-2111

0848-67-6009
〒723-0017 三原市港町840-5

広島市西区大芝2丁目15-16

08452-7-2211

08452-7-0147
〒722-2492 豊田郡瀬戸田町瀬戸田217

(財)ひろしま国際センター

(財)日本国際協力センター

hicc@hiroshima-ic.or.jp
0824-21-5900

0824-21-5751
〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1

jicechu@po.iijnet.or.jp
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平成 1２年度インドネシア「地方自治行政」研修員名簿 

J00-25001 

国・Ｄ番号 写  真 氏名・生年月日 最 終 学 歴 現   職 研修で希望すること 

 
1. 
インドネシア 
D0010788 

  
 
Mr. Dadang Solihin 
ダダン・ソリヒン 
1961.11.6. (39) 

-1987 Master of Economics, Colorado 
University (USA) 
経済学修士、コロラド大学（米） 
1998- Will Be Dr.of Economics 
PADJADJARAN University (Indonesia) 
経済学博士取得中  
パジャジャラン大学 

2000- Head Division for Local 
Government Apparatus 
Empowerment 
地方自治体支援強化課長 
National Development Planning 
Agency  
(BAPPENAS) 
国家開発企画庁 

日本がいかに地方分権を県、市町村で効
率的に実施しているかを学びたい。 

 
2. 
インドネシア 
D0010797 

  
 
Mr. Deddy Supriady 
デディ・スプリアディ 
1954.12.19 (46) 

-1996 Ph.D. Regional Science 
 Cornel University (USA) 
 
 地域学博士、コーネル大学 
 （米） 

2000- Head of Center for Public 
Policy Management Study 
公共政策管理調査センター長 
National Institute of Public 
Administration 
(LAN)  
国家行政院 

インドネシアでは地方分権化が進められて
おり研修によって地方分権政策と実践の
知識等を高めたい。 

 
3. 
インドネシア 
D0011063 

  
 
Mr. Endang Kosasih  
エンダン・コサシ 
1956.12.9. (43) 

-1999 Master of Human Resource 
 Development,  
 University of Indonesia  
 
人的資源開発修士、 
インドネシア大学  

1997- Head of Division 
Division of Recruitment and 
Selection C 
 
国家人事院 
採用 C 課長 

研修で日本の地方行政について新しい知
識を得て、日本がどのように地方行政を発
展させてきたかを学ぶことを期待している。 
 

 
4. 
インドネシア 
D0011124 

  
 
Ms. Nunung ARYATI 
ヌヌン・アルヤティ 
1955.1.13. (45) 

-1992 University Degree, 
 Institute of Public Administration 
 Rep. of Indonesia  
 
 行政学士、 
 インドネシア公共行政大学 

2000-Sub Division for Marching 
Program compatibility,  
Division for Planning, Directorate 
General for Regional Development – 
Ministry of home Affairs  
地域開発総局企画課融和プログラム
係長(BANGDA 内務省) 

地方行政、地方公務員制度等の基礎的な
概念を理解したい。近年の自治推進の動
向の中で私の職務は特に地方行政に関
連しており研修で得る幅広い概念が役立
つであろう。 

 
5. 
インドネシア 
D0011137 

  
 
Mr. RIZARI Aris 
リザリ 
1959.12.30. (42) 

-1998 MSI of Local Government, 
 University of PADJADRAN 
 
 地方行政修士 
 パジャジャラン大学 
（インドネシア） 

2000-Local Finance Analyst 
Ministry of Home & Regional 
Autonomy Affairs 
 
内務地方自治省 
地方財政官（アナリスト） 

地方分権化を目指して行政改革に関わっ
ているインドネシアの行政関係者にあらゆる
面で幅広い知識を技術を普及したい。 

 



国・Ｄ番号 写  真 氏名・生年月日 最 終 学 歴 現   職 研修で希望すること 

 
6. 
インドネシア 
D0011447 

  
 
Mr. I Made KANDIYUANA 
マデ・カンディユアナ 
1950.12.31. (50) 

Ph.D. Marketing Concentration Jakarta  
Institute of Management Study.  
マーケティング・コンセント 
レーション博士 

 ジャカルタ経営単科大学 
 （インドネシア） 

1998-  Secretary 
Board of Local Development Plan of 
BALI  
(BAPPEDA) 
 
バリ州開発企画局官房室秘書官 

 
研修は地方行政にとって大変重要であり、
バリ州政府の職務に役立つことを期待す
る。 

 
7. 
インドネシア 
D0011448 

  
 
Mr. Abdul Wahid  
アブドゥル・ワヒド 
1960.09.09. (40) 

-2000 Regional Development 
 Gadjah Mada University 
 
 地域開発専攻 
 ガジャマダ大学 

（インドネシア） 

1999- Head of Sub Section 
Document and Information of 
Regional Development 
Planning board at North Sumatra 
Province 

 
 北スマトラ州開発企画局 
 文書情報課長 

地方開発計画委員会は特に、インドネシ
ア、マレーシア、タイの経済発展地域に関
連している文書・情報課の日常業務が円滑
に進むよう期待している。 
 

 
8. 
インドネシア 
D0011520 

 

  
 
Mr. David Bangun Jaya 
   SIREGAR 
デビッド・バグンジャヤ・シレガル 
1963.05.20. (37) 

-2000 Master of Science, 
 Urban Infrastructure 
 Management, IHE (Netherlands) 
 
 都市基盤管理修士 

  IHE (オランダ) 
 

Staff of Physical and Infrastructure 
Division, Regional Development 
Planning 
Board (BAPPEDAA), Province of 
South Sumatra 
 南スマトラ州開発企画局 
 社会基盤課職員 

1999年の法令第22号と第 25号を州内の地
方行政に適用するために自治と地方分権
化実施についての能力と知識を高めたい。 

 
9. 
インドネシア 
D0011520 

 

  
 
Mr. Putut MARHAYUDI 
プトゥト・マルハユディ 
1962.07.07 (38) 

 -1999 Master of Finance, Magister 
 Management, UNTAN 
  (Indonesia) 
 
 財政管理修士 

タンジュプラ大学 
（インドネシア） 

1997- Head Section Industry and 
Mining  
Regional Development Planning 
Board of West Kalimantan Province 
(BAPPEDA PropinsiKalbar)                                        
西カリマンタン州 
開発企画企画局 
鉱工業課長 

地方分権制度の実施と準備に向けて能力
を向上させ経験を積むことができることを期
待している。 
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